
母子保健のしおり
～妊婦健康診査～

妊婦健康診査では、妊婦さんや赤ちゃんの
健康状態を定期的に確認します。
妊娠・出産・育児に関する相談をすることもできます。

母子保健のしおりにある
妊婦健康診査受診票（紫色）を使用して
妊婦健康診査を受診しましょう！



妊婦健康診査

標準的な受診回数は14回ですが、主治医から標準よりも多く
受診を勧められる場合もあります。

〇妊娠初期～23週の期間 4週間に1回
基本的な項目（診察、血圧・体重測定、尿検査、子宮底長、腹囲）
血液検査、子宮頸がん検査、超音波検査など

〇妊娠24週～35週の期間 2週間に1回
基本的な項目（診察、血圧・体重測定、尿検査、子宮底長、腹囲）
血液検査、超音波検査

〇妊娠36週～出産までの期間 1週間に1回
基本的な項目（診察、血圧・体重測定、尿検査、子宮底長、腹囲）
血液検査、 B群溶連菌検査、超音波検査



妊婦健康診査

妊娠初期～23週の期間：4週間に1回

初回（妊娠届出後初回受診）、2回目（12～15週）、
3回目（16～19週）、4回目（20～23週）

《毎回》
基本的な項目（診察、血圧・体重測定、尿検査、子宮底長、腹囲）

《初回のみ》
血液検査、子宮頸がん検査など

《初回、4回目のみ》
超音波検査



妊婦健康診査

妊娠24週～35週の期間：2週間に1回

5回目（24～25週）、6回目（26～27週）
7回目（28～29週）、8回目（30～31週）
9回目（32～33週）、10回目（34～35週）

《毎回》
基本的な項目（診察、血圧・体重測定、尿検査、子宮底長、腹囲）

《8回目のみ》
血液検査、超音波検査



妊婦健康診査

妊娠36週～出産までの期間：1週間に1回

11回目（36週）、12回目（37週）
13回目（38週）、14回目（39週以降）

《毎回》
基本的な項目（診察、血圧・体重測定、尿検査、子宮底長、腹囲）

《11回目のみ》
超音波検査、B群溶連菌検査

《12回目のみ》
血液検査



妊婦健康診査受診票の使い方

〇太枠内に氏名や生年月日等を記入します。

〇母子健康手帳と一緒に医療機関に提示し
受診しましょう。

〇それぞれの妊婦健康診査受診票に記載さ
れている妊娠週数に合わせてお使いくだ
さい。

記載されている項目は公費で受
けることができます。



妊婦精密健康診査

〇妊婦健康診査の結果、精密健康診査が必要な
場合は１回まで公費で受けることができます。

《妊婦精密健康診査受診票の申請方法》
①金沢市電子申請サービスで申請

受診票はご自宅に郵送で届きます。
（１週間程度かかります）

②窓口での申請
即日交付します。

申請に必要なものは
母子保健のしおりを
ご確認ください。



受診票使用時の注意点

〇妊婦健康診査受診票・妊婦精密健康診査受診票は、石川県内
の妊婦健康診査実施医療機関・助産所で受診できます。

〇金沢市から転出した方は、これらの受診票は使用できません。
受診前に必ず転出先の自治体が発行している妊婦健康診査
受診票の交付を受けてください。



出産予定日を過ぎた方へ

〇出産予定日以降に妊婦健康診査を受診した方に対して、
健診費用を１回分のみ助成します。

〇里帰り出産などのために、石川県外の医療機関・助産所で
妊婦・産婦健診を受診した方は、申請により費用の一部が
助成されます。

どちらも申請時に、医療機関が発行した健診料のわかる
領収書（レシート、コピー不可）、健診料の明細のわかるもの
が必要です。持ち物については母子保健のしおりをご確認ください。

里帰り出産をされた方へ



〇妊娠中は、つわりの影響で口腔内の清掃が
しにくく、間食が増えやすいことでむし歯や
歯周病にかかりやすくなります。

〇歯周病が悪化すると、低出生体重児や早産
のリスクが高くなります。

母子保健のしおりにある、妊婦歯科健康診査受診票
（白色）を使用して歯科健康診査を受診しましょう！

母子保健のしおり
～妊婦歯科健康診査～



〇受診時期 妊娠初期から安定期で体調の良いとき

〇受診場所 金沢市歯科医師会加入の歯科医療機関
（病院歯科を除く）

〇持ち物 妊婦歯科健康診査受診票
母子健康手帳

〇費用 無料

治療を受ける場合は、健康保険証、別途費用が必要です。

妊婦歯科健康診査



〇氏名、生年月日、住所、電話番号を
記入しましょう。

〇１～９の質問も記入しましょう。
出産予定日や歯磨きの状況等

妊婦歯科健康診査受診票の使い方


